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開  会   

 議  長  定刻に達しておりますので、ただ今から平成２７年第２回甘木・朝倉・三井環境施

設組合定例会を開会いたします。 

（１０時０８分） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 「議席の指定について」を、行います。  

 今回、朝倉市及び久留米市の議会から選出されました議員の議席を、会議規則第４

条の規定によって、指定いたします。 

 議席番号と氏名を職員に朗読させます。 

施設課長 

 施設課長  議席番号と氏名を朗読申し上げます。 

 １番 浅尾静二議員 

 ２番 柴山恭子議員 

 ３番 稲富一實議員 

 ４番 今福勝義議員 

 ５番 半田雄三議員 

 ６番 鹿毛哲也議員 

 ７番 小島清人議員 

１２番 太田佳子議員 

１３番 原口和人議員 

以上のとおりでございます。 

 議  長  ただ今、朗読しましたとおり議席を指定いたします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「副議長の選挙について」を、行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦に

したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、指名の方法は、議長が指名することに決定しました。 

 副議長に、朝倉市議会選出「１番 浅尾静二議員」を指名します。 

 お諮りします。 

 ただ今指名しました、朝倉市議会選出「１番 浅尾静二議員」を、副議長の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、朝倉市議会選出「１番 浅尾静二議員」が、副議長に当選されました。 

 ただ今副議長に当選されました、朝倉市議会選出「１番 浅尾静二議員」に、会議
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規則第３１条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 浅尾副議長、当選承諾及びあいさつを自席にてお願いいたします。 

 副議長  ただ今副議長にご推薦いただき、当選させていただきました朝倉市議会の浅尾でご

ざいます。今後矢野議長の補佐をしながらこの組合議会の運営に努めてまいりたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

 （拍  手） 

 日程第３   

 議  長  日程第３ 「会議録署名議員の指名」を、行います。 

 本定例会の会議録署名議員に、３番 稲富一實議員、４番今福勝義議員を指名しま

す。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「会期の決定について」を、議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日、８月２８日の１日間にしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日、８月２８日の１日間に決定しました。 

 日程第５   

 議  長  日程第５ 「組合長のあいさつ及び提案理由の説明」を、求めます。 

組合長 

 組合長  おはようございます。 

 台風１５号が直撃いたしました。本施設があります筑前町の風速計では、当日の午

前６時４０分に４２ｍを記録したところでございます。かなりの強い風ではございま

したけれども、幸いにして本施設につきましては被害がなかったということを、まず

もってご報告させていただきたいと思っております。 

 それでは、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本日、ここに平成２７年第２回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を招集し

ましたところ、議員の皆様方には公私ともご多忙の中、ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 さて、本定例会にご提案申し上げます案件は、承認１件、議案２件について審議を

お願いするものであります。 

 それでは、ただ今からご提案申し上げます案件につきまして、ご説明を申し上げま

す。 

 承認第１号は、専決処分を報告し、承認を求めることについてで、福岡県市町村職

員退職手当組合規約を変更する必要が生じましたが、議会を招集する暇がなかったた

め専決処分をしたもので、規約変更の内容は構成団体の名称変更に伴うものでありま

す。 

 議案第５号は、平成２６年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算

の認定についてでございます。 

 関係法令の規定により、監査委員の意見書を付けて平成２６年度決算書を別冊のと

おり本会の認定に付するものでございます。 

 歳入歳出決算の概要については、歳入総額２，０９３，５６２千円に対し、歳出総

額１，８４５，９７９千円で、差引額の２４７，５８３千円を翌年度へ繰り越すもの

であります。 

 歳入の主なものは、負担金が１，６８７，００１千円、財産収入が３４，７４４千
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円、諸収入が１６７，０４７千円であります。 

 歳出の主なものは、施設運営費が１，１１２，５６０千円、公債費が６３８，６１

１千円であります。 

 議案第６号は、平成２７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第

１号）についてであります。 

 個人搬入増加に伴う渋滞緩和及び事故防止の対策として、受付窓口の新設工事をお

願いするものであります。 

 以上、提案理由についてご説明を申し上げましたが、本組合の運営上重要な案件で

ありますので、慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説

明といたします。よろしくお願いします。 

 議  長  提案理由の説明が終わりました。 

 日程第６  日程第６ 承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（専決第１

号）福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長 

 施設課長  議案書の３ページをお願いいたします。 

 承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 本日提出、組合長名でございます。 

 提案理由といたしましては、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更する必要が

生じましたが、議会を招集する暇がなかったため専決処分を行ったものでございま

す。 

 ４ページが専決第１号の専決処分書で、５ページが退職手当組合規約の一部を改正

する規約になります。 

 改正する内容につきましては、別表第１、その他の項、及び別表第２、第２区の項

中有明広域葬斎施設組合を有明生活環境施設組合に改めるもので、別表を６ページと

７ページに掲載いたしております。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから討論を省き採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（専決第１号）福岡県

市町村職員退職手当組合規約の変更について」を、採決します。 

 承認第１号は、これを承認することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（専決第

１号）福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」は、承認することに決定

しました。 
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 日程第７   

 議  長  日程第７ 議案第５号「平成２６年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入

歳出決算の認定について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長 

 施設課長  議案書の８ページをお願いします。 

 議案第５号「平成２６年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算の

認定について」 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見書をつけて、平成２６

年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり本会の認定

に付する。 

 本日提出、組合長名でございます。 

 ９ページに決算審査意見書を添付いたしております。 

 それでは、決算の説明を行います。 

 まず初めに、決算に係る主要施策の成果説明書で、決算の概要についてご説明を申

し上げ、前年度と比較し特徴的な箇所を決算書のほうでご説明を申し上げたいと思い

ます。 

 それでは別冊の、決算に係る主要施策の成果説明書のほうをお願いいたします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 総括表で、初めに１番目の歳入歳出決算額ですが、歳入総額が２，０９３，５６２

千円で、１６０，９４１千円の増額、歳出総額が１，８４５，９７９千円で、９３，

２７９千円の増額、差引額が２４７，５８３千円で、前年度比６７，６６２千円の増

額です。 

 この増額の主な要因は、飛灰返送改良工事の成果により、飛灰運搬処理費や原材料

費で、５０，０００千円ほど削減できたことが大きく寄与したところでございます。 

 ２番目に歳入で主なものは、１番の分担金及び負担金が１，６８７，００１千円で、

２１，６９４千円の減額で、歳入全体の約８０％を占めております。 

 ５番の繰越金が１７９，９２１千円で、１２，９６８千円の増額、７番の諸収入が

１６７，０４７千円で、１６５，４５３千円の増額でございます。 

 ３番目に歳出で主なものは、３番の施設運営費が１，１１２，５６０千円で、７９，

８２１千円の増額、４番の公債費が６３８，６１１千円で、７，２６３千円の増額で

ございます。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 歳入の内訳を説明いたします。金額については、千円までの単位とさせていただき

ます。 

 １款１項１目分担金及び負担金が１，６８７，００１千円で、前年度比２１，６９

３千円の減額です。 

 市町村からの負担金が１，６７９，３００千円で、各市町村の内訳については表の

とおりでございます。 

 派遣職員人件費が７，７０１千円で、組合から筑前町に派遣している職員の人件費

になります。 

 次に、２款１項１目使用料及び手数料が２４，８４９千円で、前年度比２，８２０

千円の増です。 

 個人の直接搬入に伴う手数料になりますが、持ち込み件数合計３２，５１１件、前

年度比約１０％増で、市町村ごとの件数、構成比、手数料額の内訳は表のとおりでご

ざいます。 
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 次に、３款財産収入が３４，７４３千円で、前年度比１，３９４千円の増です。 

 このうち財産運用収入が７３千円で、これは財政調整基金約３０３，０００千円 

の利子になります。 

 運用については、現在短期国債がマイナス金利のため、定期で運用を行っておりま

す。 

 次の財産売払収入が３４，６６９千円で、アルミやスチールなどの資源化物の売払

収入になります。前年度より売払量は３％ほど減ですが、売払額が単価の増により、

約１，５００千円の増となっております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目繰越金が１７９，９２１千円で、前年度比１２，９６８千円の増です。 

 次に、７款諸収入が１６７，０４６千円で、前年度比１６５，４５２千円の増です。 

 そのうち預金利子が１２８千円、雑入が１６６，９１７千円で、雑入の内訳につい

ては、発電機室火災関係の災害保険共済金１６５，７２８千円が主なものになります。 

 火災関係の費用につきましては、すべてこの災害保険共済金で対応できたところで

ございます。 

 以上で、歳入のご説明を終わります。 

 続きまして、歳出の内訳の説明を申し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費が５９２千円で、前年度比１５千円の減額です。 

 議会の開催状況は、定例会２回、臨時会１回、全員協議会を３回開催いたしており

ます。 

 議会審議の主な議案は、決算の認定、予算、公平委員会委員の選任等で、同意１件、

議案６件を提案し、議決を得たところでございます。 

 また、全員協議会の主な審議事項は、火災に関する報告、特別職の職員の報酬につ

いて、ご協議をいただいております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目総務費の一般管理費が９４，０７２千円で、前年度比６，３７６千円

の増です。 

 会議開催については、施設の運営方針については、幹事会等で協議を行い、組合の

施設と重要事項については協議会で決定を行っており、会議の開催状況は表のとおり

でございます。 

 次に、組合広報活動については、年３回の広報誌発行と、ホームページにおいて議

会審議内容や施設の運営状況等について、報告を行っております。 

 視察の対応については、圏域内の小学校等３８団体１，２６５人の受け入れを行っ

たところです。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 ２款１項２目財政調整基金費が７３千円で、前年度比１５７千円の減です。 

 基金約３０３，０００千円の利子分になりますが、金利低下により減額となってお

ります。 

 次に、２款２項１目監査委員費が６９千円で、前年度比７千円の減です。 

 次に、施設運営費で、３款１項１目ごみ処理運営費が９９１，３８６千円で、前年

度比７７，１２６千円の増額です。 

 増額の主な要因は、発電機室火災の復旧工事によるもので、火災事故に伴う緊急的

な復旧工事により事業費が増大しておりますが、通常の運営費においては、飛灰返送

改良工事の成果により、飛灰運搬処理委託料や原材料費等の削減に繋がったところで

ございます。 
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 排ガス等については、年４回調査を行っておりますが、国の基準を十分満たすこと

ができ、適切な施設運営を行うことができたところでございます。 

 主なものでは、３番のごみ処理施設点検及び補修費が３６８，５６９千円で、３１，

６２７千円の減額、６番の飛灰運搬処理委託料が４５，０５０千円で、１１，８１８

千円の減額、飛灰返送改良工事の成果により減額をいたしております。 

 この飛灰返送改良工事の成果につきましては、改めて後ほどの全員協議会の中で詳

しくご説明を申し上げたいと思います。 

 ８番の発電機室火災復旧工事の第１期工事分は１１８，８００千円、同じく第２期

工事分が２９，０５２千円で、第１期工事については、発電機の運転の可否が施設の

運転に大きく影響するため、発電機運転に関わる主要な部分を火災後すぐに行い、第

２期工事については、運転に支障のない付帯工事を年次点検時に合わせて、後から行

った関係で、工期が２つに分かれております。 

 朝倉市と久留米市の議員さんが代わられておりますので、火災についての状況がお

分かりではないかと思いますので、ここで改めて火災について、簡単に概要をご説明

申し上げておきます。 

 火災の発生が平成２６年１月１９日の午後２時過ぎに起きております。ごみ処理施

設の発電機室内においてで、火災の原因はタービンの配管接続部の破断により、配管

内のオイルが漏れ、配管の保温材に浸透後、配管の熱で引火をいたしております。 

 火災の状況は、発電機室内の機械設備、電気設備等が熱と煙により損傷を受けてお

りますが、人的な被害は全くございませんでした。 

 配管の破断原因につきましては、メーカーと組合独自にそれぞれ調査をした結果、

配管の振動、圧力の繰り返し作用の疲労で破断に至ったという、同様の結果が出てお

ります。 

 責任の所在についてでございますが、弁護士のほうにも相談しました結果、配管破

断の原因から判断の結果、責任の所在が明確にできないため、メーカーに損害賠償を

求めることは不可能ということで、組合が加入をいたしております建物災害保険です

べて対応したところでございます。 

 火災関係の費用については、この復旧工事の他に、火災により発電機が運転できな

かった分の電気料超過分約１７，０００千円と、配管破断の原因について組合で独自

調査をした分、約１，０００千円がございます。その分も災害保険金額に含まれてお

ります。その分が２５年度で支払いが終わっており、２６年度の収支では保険金との

差額として、余剰という形になっております。 

 次に、１０番目の原材料費が１２８，５５３千円で、こちらも飛灰返送改良工事の

成果により、灯油、資材の使用量の減で、３１，５６３千円の減額となっております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目リサイクルプラザ運営費が１０９，３２７千円で、前年度比１，５８

５千円の増です。資源化物を効率的に処理し、順調に運転を行うことができておりま

す。 

 次に、３款１項３目リサイクル工房運営費が６，０４３千円で、前年度比６４３千

円の増です。展示会を４回開催し、展示品数が毎回約３５０点、来場者が毎回約１，

５００人近くとなっております。 

 次に、３款１項４目カゴ・コンテナ洗浄施設運営費が５，８０２千円で、前年度比

４６５千円の増です。 

 資源化物回収後のカゴ・コンテナ洗浄を計画的に行うことができております。 

 次に、公債費で、４款１項１目、公債費の元金が６１５，５８１千円で、前年度比

１４，６９３千円の増で、増額分は法面災害復旧工事の元金償還が平成２５年度下半
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期から始まり、２６年度から満額支払いにより増額となっております。 

 償還期間は施設建設分が平成２９年度まで、法面災害復旧工事分が平成３３年度ま

でとなっております。 

続いて、８ページをお願いいたします。 

４款１項２目公債費の利子が２３，０２８千円で、前年度比７，４３１千円の減で、

元利均等払いによる利子分の減でございます。 

 最後に、５款１項１目予備費ですが、予備費からの充用はございませんでした。 

 続きまして、別冊の一般会計歳入歳出決算書のほうの説明を申し上げます。 

 はじめに歳出のほうからご説明を申し上げます。 

 ９ページと１０ページをお願いいたします。 

 金額につきましては、千円単位でご説明をさせていただきます。 

 最初に、２款１項１目総務費の一般管理費が９４，０７２千円で、６，３７０千円

の増額です。 

 この増額の主な要因として、１１ページと１２ページをお願いいたします。 

 １３節委託料が８，８８２千円で、約５，６００千円の増が主な増額の要因です。 

 内訳といたしましては、財務会計システムの更新及び保守、それに消防設備保守点

検、及びエレベーター管理業務等を３款のほうから２款へ組み替えをした関係による

ものでございます。 

 次に、１３、１４ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目施設運営費のごみ処理運営費は９９１，３８６千円で、約７７，００

０千円の増額で、増額の主な要因は、発電機室火災復旧工事の関係になります。 

 １１節需用費が４５５，３０９千円で、約２７，３００千円の減額です。 

 内訳では、電気料と水道料は若干増額となっておりますが、修繕費が３６８，５６

９千円で、約３２，０００千円の減額です。 

 主な修繕箇所は、溶融炉、ガス冷却室等でございます。 

 １３節委託料が２５１，４０１千円で、約５，３００千円の減額です。 

 内訳では、運転管理業務が増額となっておりますが、飛灰運搬処理委託料が４５，

０５０千円で、飛灰返送改良工事の成果により、約１２，０００千円減額となってお

ります。 

 次に、１５、１６ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費が１４７，８５２千円で、この分が発電機室火災復旧工事関係に

なります。 

 １６節原材料費が１２８，５５３千円で、約３２，０００千円の減額で、内訳では

コークス、灯油、予備品等の減で、こちらも飛灰返送改良工事の成果により、使用量

が大幅に減少したことによるものでございます。 

 続いて、２目のリサイクルプラザ運営費が１０９，３２７千円で、約１，５８０千

円の増です。 

 １１節需用費が４０，１３１千円で、約９，３００千円の増です。 

 内訳では、修繕費が３７，５８４千円で、約８，０００千円の増です。主な修繕箇

所は、破砕機、コンベア等でございます。 

 １３節委託料が６７，２４４千円で、約７，５００千円の増です。 

 内訳では、運転管理業務委託料が５４，４７３千円で、６，７５０千円の増ですが、

搬入増加の対応のため人員１名増やシルバー委託単価の増によるものでございます。 

 １６節原材料費が１，９０４千円で、約１５，０００千円の減です。 

 内訳では、予備品が、昨年は粗大ごみを破砕する回転破砕機の部品を購入しました

が、本年はその分がないため大幅に減額となっております。 
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 次に、１７、１８ページをお願いいたします。 

 ３目リサイクル工房運営費が６，０４３千円で、６４０千円の増です。 

 増額分は、１１節需用費内の修繕費で、エレベーターのワイヤー取り替えを行った

ことによるものでございます。 

 次に、４目カゴ・コンテナ洗浄施設運営費は５，８０２千円で、４６５千円の増で、

１１節需用費内の修繕費で、ポンプ修理と１３節委託料内のフォークリフト点検を行

ったことによるものでございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 歳入の説明につきましては、先ほどの主要施策の成果説明書での説明とほとんど重

複いたしますので、省略をさせていただきます。 

 なお、２１ページに実質収支に関する調書を付けさせております。 

 実質収支額が２４７，５８４千円で、翌年度へ繰り越すものでございます。 

 次に、２２ページ以降に財産に関する調書を付けておりますが、土地、建物等にお

いて、年度中の増減はございません。 

 ２４ページの最後に基金の状況を付けておりますが、財政調整基金の決算年度中の

増減高が７３千円増で、決算年度末の現在高が３０３，３８１千円となっております。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりましたので、ここで監査報告をお願いします。 

 代表監査委員の原口監査委員の入室をお願いいたします。 

 （原口監査委員入室） 

 議  長  それでは、原口監査委員より監査報告をお願いいたします。 

原口監査委員  おはようございます。 

 監査委員を代表いたしまして、決算監査報告をいたしたいと思います。 

 去る７月の１７日、長野監査委員さんとともに地方自治法第２３３条第２項の規定

に基づき、「平成２６年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算につ

いて」慎重に審査した結果、適切な執行がなされており、帳簿及び調書類は的確に整

備されており、正確順当であると認めましたので、別紙、決算審査意見書を添えてご

報告をいたしたいと思います。 

 以上、監査報告を終わります。 

 議  長  どうもありがとうございました。 

 監査報告が終わりましたので、原口監査委員の退室をお願いいたします。 

 （原口監査委員退室） 

 議  長  これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論がないようです。 

 これで討論を終わります。 

 議案第５号「平成２６年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳入歳出決算の

認定について」を、採決します。 

 議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 
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 したがって、議案第５号「平成２６年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計歳

入歳出決算の認定について」は、原案のとおり可決されました。 

 日程第８   

 議  長  日程第８ 議案第６号「平成２７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正

予算（第１号）について」を、議題とします。 

 説明を求めます。 

施設課長 

 施設課長  議案書の１０ページをお願いいたします。 

 議案第６号「平成２７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１

号）について」 

 平成２７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１号）を別冊の

とおり提出する。 

 本日提出、組合長名でございます。 

 それでは、補正予算の説明を行います。 

 別冊の補正予算書をお願いいたします。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，６００千円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，８７７，２０８千円とするものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳出のほうですが、今回の補正につきましては工事請負費で、受付窓口の新設工事

として、２，６００千円を補正としてお願いするものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入のほうですが、歳入は繰越金で対応するようにいたしております。２６年度か

らの繰越金に余剰がございますので、その一部から充てさせていただきたいと考えて

おります。 

 受付窓口新設工事の内容について、ご説明を申し上げます。 

 本日配布をいたしております別紙の、平成２７年度補正予算（第１号）関係資料、

受付窓口新設工事という見出しを付けております。それをお願いいたします。 

 下のほうに、図面を書いた資料がございます。 

 個人搬入の増加に伴いまして、渋滞の増加、事故件数も増大しており、渋滞緩和と

事故防止の対策として、計量器間中央に受付窓口の新設工事を行いたいと考えており

ます。 

 下の図面をご覧いただきながら、聞いていただければと思います。 

 現在搬入があるごとに、受付のほうから計量器のところへ計量係が移動して、住所、

氏名の確認、搬入キロ確認を行って、記録係へ連絡を行い、記録係が記録をして、計

量係が計量をして、カードを通して計量を行っております。 

 計量係が受付から計量器のところへ移動するのと連絡に時間を要しているため、渋

滞の要因となり、また計量係が搬入のたびに受付と計量器間を往来するため、搬入車

両との事故の危険性もございます。 

 搬出時においては、以前は搬入者が清算のため計量器のところから受付まで移動し

て、清算後計量器のところの車両まで戻っておりましたが、渋滞の要因、事故の危険

性があったため、昨年の年末の渋滞緩和と事故防止の対策ということで、計量器の中

央にボックスを設置して、清算業務ができるようにしたところ、非常に効果がござい

ましたので、その後も引き続きボックスを設置して対応しているところでございま

す。 

 搬入時においても搬出時と同様に、渋滞緩和と事故防止ができるように、計量器間
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の中央に受付窓口を設置して、その中ですべての業務が行えるように考えておりま

す。 

 裏面の２ページをお願いしたいと思います。 

 受付窓口新設工事による改善点ということで、一番左側が当初のボックスを設置す

る前の状況、真ん中が現在のボックスを設置した後の状況、一番右側が受付窓口を新

設した後の状況になります。 

 下のほうに受付の対応、所要時間と受付可能台数を記載いたしておりますが、当初

においては対応時間で２分４０秒、台数で２５０台、現在においてが２分２秒、台数

が３３０台、工事を行った後が時間が１分２０秒、台数が４４０台ということで、そ

ういった形で対応ができることになります。 

 ３ページの写真をご覧いただきたいと思います。 

 現在の計量器のところの写真がありますけれども、現在は計量器の中央に精算時の

対応として、ボックスを設置しておるところでございます。 

 赤のラインを引いているところが、今回工事を計画しておるところでございます

が、感じといたしましては、高速道路の料金所のような形ということになります。 

 ４ページに製作図を付けておりますけれども、横幅が７．２ｍ、奥行きで１．３ｍ、

高さが２．５ｍでございます。 

 計量器の間一杯一杯幅を使って、工事を行うように計画をいたしておるところでご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから、討論を行います。 

 （討論なし） 

 議  長  討論がないようです。 

 議案第６号「平成２７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１

号）について」を、採決します。 

 議案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第６号「平成２７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補

正予算（第１号）について」は、原案のとおり可決されました。 

 閉  会  

 議  長  以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 平成２７年第２回甘木・朝倉・三井環境施設組合定例会を閉会いたします。 

（１０時４８分） 
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